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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注入された電荷に応じて光を発生するように構成されている活性領域（２１０）と、
　前記活性領域（２１０）に電荷を注入するために配置されたトンネル接合構造（２２０
）
を備え、
　前記トンネル接合構造が、第１の半導体材料のn型トンネル接合層（２１４）、第２の
半導体材料のp型トンネル接合層（２１２）、及びこれらのトンネル接合層（２１２、２
１４）の間のトンネル接合（２１６）を含み、
　前記n型トンネル接合層（２１４）と前記p型トンネル接合層（２１２）の少なくとも一
方が少なくとも２つのドーパントでドープされ、該ドーパントの少なくとも１つが、他の
ドーパントのイオン化エネルギーよりも高いイオン化エネルギーを有し、
　前記n型トンネル接合層にドープされるイオン化エネルギーの異なるドーパントはいず
れもn型ドーパントであり、前記p型トンネル接合層にドープされるイオン化エネルギーの
異なるドーパントはいずれもp型ドーパントであることからなる、発光素子（２００）。
【請求項２】
　前記少なくとも２つのドーパントのうちのn型ドーパントが、シリコン（Si）、セレン
（Se）、テルル(Te)、酸素（O）、硫黄（S）、錫（Sn）から選択される、請求項１に記載
の発光素子。
【請求項３】
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　前記少なくとも２つのドーパントのうちのp型ドーパントが、マグネシウム（Mg）、亜
鉛（Zn）、カルシウム（Ca）、ベリリウム（Be）、カドミウム（Cd）から選択される、請
求項１に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記少なくとも２つのドーパントが、前記n型トンネル接合層（２１４）と前記p型トン
ネル接合層（２１２）との界面において形成される空乏領域（３１４）の幅を最小化する
、請求項１に記載の発光素子。
【請求項５】
　前記ｎ型トンネル接合層（２１４）及び前記p型トンネル接合層（２１２）の接合部ま
たは該接合部の近傍に欠陥（６１０）をさらに有し、
　前記欠陥（６１０）は、トンネル現象を促進して前記発光素子の作動電圧を低減する中
間のバンドギャップエネルギー状態を生成する、請求項１の発光素子。
【請求項６】
　前記n型トンネル接合層と前記p型トンネル接合層の間に付加的な層（７３０）をさらに
有し、
　前記付加的な層（７３０）は、前記n型トンネル接合層と前記p型トンネル接合層のバン
ドギャップよりも小さいバンドギャップを有し、トンネル現象を促進して前記発光素子の
作動電圧を低減する、請求項１の発光素子。
【請求項７】
　発光素子を形成する方法であって、
　基板（２０１）を設け、
　前記基板（２０１）上に活性領域（２１０）を形成し、
　前記基板（２０１）上にp型トンネル接合層（２１２）を形成し、
　前記基板上にn型トンネル接合層（２１４）を形成することを含み、
　前記n型トンネル接合層（２１４）及び前記p型トンネル接合層（２１２）の少なくとも
一方を少なくとも２つのドーパントでドープし、該ドーパントの少なくとも１つが、他の
ドーパントのイオン化エネルギーよりも高いイオン化エネルギーを有し、
　前記n型トンネル接合層にドープされるイオン化エネルギーの異なるドーパントはいず
れもn型ドーパントであり、前記p型トンネル接合層にドープされるイオン化エネルギーの
異なるドーパントはいずれもp型ドーパントであることからなる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子に関し、より詳細には半導体素子の作動電圧を低下させるための
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体に基づく光電子素子が、光通信システム及び他のシステムにおいて利用されてい
る。
【０００３】
　様々な材料が、光電子発光素子を製造するのに利用されている。一例を挙げれば、III
族及びV族の元素が種々の組成で組み合わされ、層が形成される。III族及びV族の元素を
利用する材料システムの１つとして窒化ガリウム（GaN）材料システムが挙げられる。概
して、III-V族元素の層が形成されて、半導体光電子素子が製造される。これらの素子に
は、概して、p-n接合と称される領域が含まれている。１つ又はそれ以上のp-n接合が、半
導体光電子素子の部分として形成される。
【０００４】
　GaN材料システムを利用して形成される光電子素子の場合、概して、p型材料の接触抵抗
が、n型材料の接触抵抗と比較して相対的に高い。さらに、p型材料内の正孔の移動度は、
概して、n型材料内の電子の移動度よりも低い。これにより、GaN素子のp側の直列抵抗が
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結果高くなる。高い直列抵抗は、素子の作動電圧を上昇させ、概して素子の性能を低下さ
せる熱の発生を引き起こす。
【０００５】
　光電子素子のp側の直列抵抗を最小化する１つの方法は、素子にトンネル接合を組み込
むことである。逆方向にバイアスされると、トンネル接合は、p型材料からn型材料への電
子の流れを助長し、n型材料への接続を可能とし、したがって接触抵抗が最小となる。こ
のような素子では、p型材料の量を最小とすることができ、したがって直列抵抗が最小化
され、素子の作動電圧が低下される。トンネル接合から最大の恩恵を得るために、概して
、トンネル接合を介する電圧降下が最小化される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　半導体素子の作動電圧を低下させるための構造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　半導体素子の作動電圧を低下させる構造を開示する。他のドーパントのイオン化エネル
ギーよりも高いイオン化エネルギーを有するドーパントで１つ又はそれ以上のトンネル接
合材料の層を副次的にドーピングすることにより、半導体素子の作動電圧が低下する。ま
た、２つのトンネル接合層の界面に欠陥を導入することにより、中間のエネルギーギャッ
プ状態を生じさせて、トンネル現象を助長することによって、半導体素子の作動電圧が低
下する。また、２つのトンネル接合層の界面に付加的な材料層を導入することにより、中
間のエネルギーギャップ状態を生じさせて、トンネル現象を助長することによって、半導
体素子の作動電圧が低下する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、注入される電荷に応じて光を発生するように構成されている活性領域、n型
材料層及びp型材料層からなる発光素子に関し、n型材料層及びp型材料層の少なくとも１
つが、少なくとも２つのドーパントでドープされ、ドーパントの少なくとも１つが他のド
ーパントのイオン化エネルギーよりも高いイオン化エネルギーを有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の実施形態は、以下の図面を参照することによってより一層理解することが可能
となる。図面内の構成要素は、必ずしも縮尺通りではなく、本発明の原理を明瞭に図解す
る場合には、代わりに強調して示す。さらに、図面では、幾つかの図面を通して、同様の
参照番号が対応する部分を指し示す。
【００１０】
　本発明の実施形態は、バルク半導体材料にわずかな影響を与えるが、アクセプタ及びド
ナーの深いレベルでのドープは、トンネル接合又は抵抗接点の空乏領域でイオン化される
と、半導体材料の導電性を著しく改善するという理解に基づいている。III-V族窒化物材
料において、概してマグネシウムがp型ドーパントとして利用され、概してシリコンがn型
ドーパントとして利用される。しかしながら高いイオン化エネルギー、すなわち活性化、
エネルギー（すなわち「より深い」不純物）を備えている付加的なドーパントが、空乏領
域でイオン化され、かなりの程度空乏領域の幅が縮小し、したがって半導体素子の作動電
圧が低下する。
【００１１】
　本発明の一実施形態では、ドープされた半導体材料のp型トンネル接合とn型トンネル接
合のトンネル接合構造を形成し、p型トンネル接合層の材料の価電子帯エネルギーとn型ト
ンネル接合層の材料の伝導帯エネルギーの間の空乏領域の幅が縮小することによって、ト
ンネル接合の電圧降下が低減される。空乏領域の幅が縮小することにより、p型トンネル
接合層の材料の価電子帯エネルギーとn型トンネル接合層の材料の伝導帯エネルギーの間
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のエネルギー障壁が減少し、所定の逆方向のバイアスにおけるトンネル現象の可能性が増
大し、したがってトンネル接合を介する所定の電流に対するトンネル接合を介する電圧降
下が低減する。価電子帯で高いイオン化エネルギー及び深いアクセプタレベルを有するド
ーパントでp型トンネル接合層の材料を副次的にドーピングすることによって、p型トンネ
ル接合層の材料の価電子帯エネルギーとn型トンネル接合層の材料の伝導帯エネルギーの
間の差は小さくなる。ドーパントが材料層全体に均一に分配される１つ又はそれ以上の層
の副次的なドーピングが同時に生じ、もしくは材料層の部分が第１のドーパントで先ずド
ープされ、材料層の次の部分が第２の、すなわち副次的なドーパントでドープされる副次
的なドーピングが連続して生じる。
【００１２】
　p型接点の場合、金属の接点材料と接触するp型層の材料を副次的にドーピングすること
によって、p型材料と金属接点の間の抵抗が低下し、したがって素子の作動電圧が低下す
る。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、半導体素子の作動電圧は、p型材料及び/又はn型材料に副次
的なドーパントを導入することによって低下する。副次的なドーパントは、第１のドーパ
ントの活性化エネルギーよりも深いレベルのエネルギーレベル及び、より高い活性化エネ
ルギーを有する。p型材料として、本発明の実施形態では、典型的なマグネシウム（Mg）
ドーパントに対して、亜鉛（Zn）、カルシウム（Ca）、ベリリウム（Be）又はカドミウム
（Cd）のようなドーパントを加える。n型材料として、本発明の実施形態では、従来のシ
リコン（Si）ドーパントに対して、セレン（Se）、テルル（Te）、酸素（O）、硫黄（S）
又は錫（Sn）のようなドーパントを加える。亜鉛、カルシウム、ベリリウム、カドミウム
のようなドーパントは、マグネシウムよりも極めて深いアクセプタレベルとより高い活性
化エネルギーを有し、概してバルク材料内のドープレベルに著しい影響を及ぼすことがな
い。同様に、セレン、テルル、酸素、硫黄、錫のようなドーパントは、シリコンよりも深
いドナーレベルを有し、n型ドーピングされたバルクに影響を及ぼさない。
【００１４】
　しかしながら、これらの第２のドーパントは、半導体表面又は界面において生じる空乏
領域でイオン化され、したがって接点とトンネル接合の抵抗が低下する。空乏領域の幅が
縮小することにより、接点とトンネル接合の抵抗が効果的に低下する。空乏領域の幅が縮
小することにより、材料層が深いアクセプタレベル及びドナーレベルを有するドーパント
で副次的にドープされる素子の作動電圧が低下する。
【００１５】
　また、本発明の実施形態は、トンネル接合のp型材料層及びn型材料層の周辺に欠陥を導
入することによって、半導体素子の作動電圧を低下させる。欠陥は、トンネル現象を助長
し、半導体素子の作動電圧を低下させる中間のバンドギャップエネルギー状態を作り出す
。
【００１６】
　また、本発明の実施形態は、トンネル接合のn型材料層とp型材料層の間に付加的な層を
導入することによって半導体素子の作動電圧を低下させる。付加的な層の材料は、n型ト
ンネル接合層及びp型トンネル接合層のバンドギャップよりも実質的に低いバンドギャッ
プを有し、トンネル現象を助長し、半導体素子の作動電圧を低下させる。
【００１７】
　本明細書で利用する場合、副次的なドープという用語は、少なくとも２つのドーパント
を含む半導体材料層について言及する。材料層を形成するとき、２つのドーパントを同時
に適用することも、もしくは、半導体材料層の部分に第１のドーパントを加え、第２のド
ーパントを半導体材料層の次の部分に加えて、少なくとも２つのドーパントを連続して加
えてもよい。
【００１８】
　本発明の実施形態は、深いアクセプタレベルのドーパントで副次的にドープされている
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少なくとも１つの層を有して形成されているトンネル接合を介する電圧降下を低減する。
この実施形態では、トンネル接合構造は、深いアクセプタレベルを有する副次的なドーパ
ントで少なくとも１つのトンネル接合層をドープすることにより得られるよりも、より低
い電圧においてトンネル現象の可能性を著しく増大させる。特に、p型トンネル接合層の
材料の価電子帯とn型トンネル接合層の伝導帯の間のエネルギーの差が、亜鉛、カルシウ
ム、ベリリウム、カドミウムのような副次的なドーパントを、この実施例では、マグネシ
ウムである典型的なp型ドーパントに加えることによって縮小する。本発明の他の実施形
態では、上記の副次的なドープが、抵抗接点と接触するp型材料層で実施される。典型的
なマグネシウムドーパントに加えて、亜鉛、カルシウム、ベリリウム、カドミウムのよう
な副次的なドーパントで抵抗接点と接触するp型材料層をドープすることによって、接触
抵抗が低下し、したがって素子の作動電圧が低下する。
【００１９】
　本発明の他の実施形態は、トンネル接合における材料に結晶欠陥を形成することによっ
て、トンネル接合を介する電圧降下を低減する。本発明の他の実施形態では、n型トンネ
ル接合層及びp型トンネル接合層のバンドギャップよりも実質的に低いバンドギャップを
有するエピタキシャル金属又は半金属層が、n型トンネル接合層及びp型トンネル接合層の
界面に形成され、トンネル接合を介するトンネル現象を助長する。欠陥又は金属中間層は
、p型トンネル接合層材料の価電子帯からn型トンネル接合層の伝導帯への捕獲及び放出過
程を介するトンネル現象を助長する中間バンドギャップ状態を作り出す。
【００２０】
　図１は、相対的なアクセプタドーピング準位を概略的に示す。参照用に、荷電子帯を参
照番号102で、伝導帯を参照番号104で示す。マグネシウムのアクセプタレベルを参照番号
106で示し、亜鉛のアクセプタレベルを参照番号108で示す。説明を簡単にするために、亜
鉛のアクセプタレベルのみをマグネシウムのアクセプタレベル及び荷電子帯に対して示す
。しかしながら、カルシウム、ベリリウム、カドミウムのような他のドーパントも、マグ
ネシウムよりも深いドーピングアクセプタレベルを有する。さらに、p型ドーパントを図
１に図解するが、セレン、テルル、酸素、硫黄、錫のようなn型ドーパントのドナーレベ
ルは、伝導帯104に関連して示される。
【００２１】
　窒化ガリウムの価電子帯に関して、マグネシウムのエネルギーレベル（Ea）又は活性化
エネルギーとも称されるドーパントのイオン化エネルギーは、図１のd1で示すように、お
およそ180ミリエレクトロンボルト（meV）であり、亜鉛のエネルギーレベル（Ea）は、図
１のd2で示すように、おおよそ300 meVである。バルク材料のドープ濃度に最小の効果し
か有さないが、マグネシウムに対する亜鉛アクセプタ（又はカルシウム、カドミウム、ベ
リリウム）の付加は、p-n接合の局所的な伝導性を著しく改善する。P型材料内のアクセプ
タの濃度は亜鉛を加えることによって上昇するが、亜鉛の付加はバルク材料に対する正孔
の濃度を上昇させない。金属接点又はp-n接合と関連する空乏領域において、深いアクセ
プタはイオン化するが、それらの存在によって、そのような接合において欠乏領域の幅は
最小化される。深いアクセプタのドープレベルが、バルク材料に対する電気的に平衡な恩
恵をもたらさないために、これは直感に反する。しかしながら深いアクセプタの副次的な
ドープは、その深い特徴にも関わらず、空乏領域の幅を著しく縮小する。つまり、空乏領
域の幅の縮小によって、１つ又はそれ以上の副次的なドープ層を有する半導体素子は、副
次的なドープ層を有さない素子の電圧レベルを下回る電圧レベルで作動可能である。
【００２２】
　図２は、本発明の実施形態によるトンネル接合を使用する半導体発光ダイオード200の
概略図である。一実施形態では、半導体素子200は、有機金属気相結晶成長装置（OMVPE）
とも称される有機金属化学気相成長法（MOCVD）を利用して形成される。MOCVDを利用して
、化学的前駆体が処理されて、その構成要素が解放される。要素は、気化され、キャリア
ガスを使用して搬送されて、基板上に原子層を形成する。種々の組成の多くの層が、形成
されて、半導体素子が作り出される。代替的には、半導体素子200の層が、分子線エピタ
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キシー（MBE）又は他の製造工程を利用して製造される。
【００２３】
　サファイア基板201上に緩衝層202が形成される。本発明の一実施形態では、緩衝層202
をおおよそ500-800℃の比較的低温で成長した窒化ガリウムから形成することができる。
窒化ガリウムのn型層204が、緩衝層202上に形成されている。本発明の一実施形態では、
窒化ガリウム層204はおおよそ３ミクロンメートル（μm）の厚みである。インジウムガリ
ウム窒素量子井戸層と窒化ガリウム障壁層の交代層からなる活性領域210が、層204上に形
成されている。活性領域は１つ又はそれ以上の量子井戸からなり、この例示では４つの量
子井戸を含む。
【００２４】
　活性領域210上にアルミニウムガリウム窒素のp型層206が形成される。層206はおおよそ
30ナノメートル（nm）の厚みである。窒化ガリウム層208が層206上に形成されている。層
208はおおよそ100-1000 nmの厚みである。
【００２５】
　p型トンネル接合層212及びn型トンネル接合層214からなるトンネル接合構造220が層208
上に形成されている。p型トンネル接合層212及びn型トンネル接合層214はトンネル接合21
6を形成する。本発明の一実施形態では、p型トンネル接合層212は、窒化ガリウム又はガ
リウムインジウム窒素を利用して形成され、おおよそ10 nmの厚みである。p型トンネル接
合層212は、マグネシウム及び、マグネシウムよりも高いイオン化エネルギーとマグネシ
ウムよりもより深いアクセプタレベルを有する他のドーパントの組み合わせを利用してド
ープされる。この例示では、p型トンネル接合層212は、マグネシウムと亜鉛で副次的にド
ープされている。しかしながら、p型トンネル接合層212を、他の元素で、又は例えばカル
シウム、ベリリウムを含む元素の組み合わせで副次的にドープすることもできる。マグネ
シウム及び亜鉛でp型トンネル接合層を副次的にドープすることにより、p型トンネル接合
層212内に局所的に高いアクセプタ濃度が存在する。したがって、以下に記述するように
、マグネシウムのみをドープする場合と比べて、空乏層の幅が縮小される。それによって
、素子200が逆方向にバイアスされると、亜鉛によってもたらされる深いアクセプタドー
プレベルが、p型トンネル接合層212の荷電子帯からn型トンネル接合層214の伝導帯へのト
ンネル現象を助長する。
【００２６】
　概して、ドーパントは、材料層が形成される際に材料層に付加される。本発明の一実施
形態では、マグネシウム及び亜鉛が、p型トンネル接合層212が形成される際に、p型トン
ネル接合層212に付加される。例として、マグネシウムはp型トンネル接合層212の成長全
体にわたって付加され、亜鉛はp型トンネル接合層212の成長の終わり頃に付加され、それ
によってn型トンネル接合層214と直接接触するp型トンネル接合層212の表面に濃密に副次
的にドープされた領域が存在する。
【００２７】
　窒化ガリウム又はガリウムインジウム窒素を利用して、おおよそ10 nmの厚みに、n型ト
ンネル接合層214が形成される。n型トンネル接合層214は、従来のようにドープすること
ができ、又はシリコン及びシリコンのドナーレベルよりも深いドナーレベルを有する他の
ドーパントとの組み合わせを利用してドープすることができる。n型トンネル接合層212が
副次的にドープされるのであれば、n型トンネル接合層212をシリコンと酸素で副次的にド
ープすることができる。しかしながら、n型トンネル接合層214を他の元素で、又は例えば
セレン、テルル、硫黄、錫を含む元素の組み合わせで副次的にドープすることもできる。
代替的に、炭素又はゲルマニウムのような他の不純物を副次的なドーパントとして利用す
ることができる。n型最上層222が、n型トンネル接合層214上に、おおよそ0.5μmの厚みを
もって窒化ガリウムから形成されている。n型接点層224が、最上層222上に、おおよそ50 
nmの厚みをもって窒化ガリウムから形成されている。n型接点226が接点層224上に形成さ
れ、n型接点228が下方へエッチングすることにより層204に形成されている。
【００２８】
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　図２は、GaNに基づく発光ダイオード構造に適用されているトンネル接合を示すが、ま
た類似のトンネル接合構造をIII族-窒素に基づくレーザダイオードに組み込むこともでき
る。このような用途では、代わりに、同一のトンネル接合層がレーザのAlGaNの上部クラ
ッド層に埋め込まれる。
【００２９】
　図３は、電気的にわずかに逆方向にバイアスされている図２のトンネル接合を示すエネ
ルギーバンド図300である。伝導帯エネルギーが参照番号302を利用して、価電子帯エネル
ギーが参照番号304を利用して図解されている。このトンネル接合の例では、マグネシウ
ムに対するp型の副次的なドーパントとして亜鉛を加える効果を伝導帯の点線306及び価電
子帯の点線308を利用して図解している。価電子帯の点線308を参照すると、p型トンネル
接合層212（図２）に対する副次的なドーパントとしての亜鉛の付加が、p型トンネル接合
層212のエネルギーバンドを変化させ、それによって空乏領域214の幅Ｗが、p型トンネル
接合層212をドープするのにマグネシウムしか利用しない場合の空乏領域312の幅Ｗに対し
て縮小している。
【００３０】
　マグネシウムのみがドープに使用される場合の、p型トンネル接合層214の価電子帯304
とn型トンネル接合層214の伝導帯302の間のトンネル現象の距離を距離d3として示し、矢
印316を利用して図解する。p型トンネル接合層がマグネシウムと亜鉛により副次的にドー
プされると、p型トンネル接合層212の価電子帯304とn型トンネル接合層214の伝導帯302の
間のトンネル現象の距離は距離d4に減少し、矢印318を利用して図解する。電子がp型トン
ネル接合層212の価電子帯からn型トンネル層214の伝導帯へ通り抜けなければならない距
離が減少することにより、トンネル接合220を介する電圧降下が低減し、半導体素子の作
動電圧が低下する。
【００３１】
　したがって、p型トンネル接合層212及びn型トンネル接合層214を副次的にドープするこ
とにより、空乏領域の幅が最小化し、トンネル現象の可能性が増大する。これにより、素
子の全体の作動電圧が低下する。
【００３２】
　図４は、本発明の他の実施形態による低抵抗接触を使用する半導体素子400を概略的に
示す図である。半導体素子400は、種々の半導体素子の多くの実例を表し、高度に単純化
して示されている。半導体素子400は、基板401上に形成されているn型材料層402からなる
。p型材料層404がn型材料層402の上に形成され、それらの間にp-n接合410が形成される。
例えば、半導体素子400を、窒化ガリウム材料システムで形成された発光素子とすること
ができる。
【００３３】
　n型接点406がn型材料層402上に形成され、p型接点408がp型材料層404上に形成されてい
る。上記のように、窒化ガリウム材料システムに形成されたp型材料の接触抵抗が高く、
正孔の移動度が小さいため、通常、半導体素子のp型材料の量を最小化することが望まれ
ている。しかしながら、多くの場合、p型接点を備える必要が依然としてある。本発明の
実施形態では、p型材料層404をマグネシウム及び亜鉛を利用して副次的にドープする。一
実施形態では、半導体素子400が、有機金属気相結晶成長装置（OMVPE）とも称される有機
金属化学気相成長法（MOCVD）を利用して形成される。MOCVDを利用して、化学的前駆体が
処理されて、その構成要素が解放される。要素は、気化され、キャリアガスを使用して搬
送されて、基板上に原子層を形成する。種々の組成の多くの層が、形成されて、半導体素
子が作り出される。代替的には、半導体素子400の層が、分子線エピタキシー（MBE）又は
他の製造工程を利用して製造される。
【００３４】
　概して、ドーパントは、材料層が形成される際に材料層に付加される。本発明の一実施
形態では、マグネシウム及び亜鉛が、p型材料層404が形成される際に、p型材料層404に付
加される。例として、マグネシウムはp型材料層404の成長全体にわたって付加され、亜鉛



(8) JP 5143384 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

はp型材料層404の成長の終わり頃に付加され、それによってp型接点408の直下にp型材料
層404の表面に濃密に副次的にドープされた領域が存在する。
【００３５】
　p型接点408と接触するp型材料層404の濃密に副次的にドープされた領域は、p型材料層4
04とp型接点408の金属の間の接触抵抗が著しく低下する。この仕方で、p型材料層404とp
型接点408の接合における空乏領域の幅が、従来のドープを利用するよりも一層狭くなる
。空乏領域幅が低減することにより、p型材料層404とp型接点408の間のトンネル現象の可
能性が増大し、したがって、素子の全体の作動電圧が低減する。
【００３６】
　図５は、図４の半導体素子のp型接点及びp型材料層のエネルギーバンド図500である。
伝導帯エネルギーを参照番号502を利用して図解し、価電子帯エネルギーを参照番号504を
利用して図解する。p型接点を金属408として図解する。このp型接点の例として、マグネ
シウムに対する副次的なドーパントとして加えられた亜鉛の効果を伝導帯の点線506及び
価電子帯の点線508を利用して図解する。価電子帯の点線508を参照すると、p型材料層404
に対する副次的なドーパントとしての亜鉛の付加は、p型材料層404のエネルギーバンドを
変化させ、それによって空乏領域の幅Ｗが、マグネシウムのみでp型材料層404をドープし
た場合の空乏領域の幅Ｗに対して狭くなる。
【００３７】
　マグネシウムのみを利用してドープした際の、p型材料層404の価電子帯504と伝導帯502
（すなわちp型接点408）の間のトンネル現象の距離を矢印516を利用して図解する距離と
して示す。p型材料層404をマグネシウム及び亜鉛で副次的にドープすると、p型材料層404
の価電子帯504とp型接点408の間のトンネル現象の距離は、矢印518を利用して図解する距
離まで狭くなる。電子がp型材料層404の価電子帯からp型接点408へ通り抜けなければなら
ない距離が減少することにより、接触抵抗が低下し、したがって半導体素子の作動電圧が
低下する。したがって、p型材料層404を副次的にドープすることは、空乏領域の幅を最小
化し、トンネル現象の可能性を増大させる。これにより、素子の全体の作動電圧が低減さ
れる。
【００３８】
　図６は、図２のトンネル接合を介する電圧降下を低減する、本発明の代替的な実施形態
を示すエネルギーバンド図600である。伝導帯エネルギーを参照番号602を利用して図解し
、価電子帯エネルギーを参照番号604を利用して図解する。このトンネル接合の例として
、欠陥が、p型トンネル接合層212とn型トンネル接合層214の接合に又は接合の近くに導入
されている。欠陥を図６において参照番号610で図解する。例えば、欠陥610を、p型トン
ネル接合層212及びn型トンネル接合層214の一方もしくは両方の材料の結晶格子内の欠陥
とすることができる。欠陥610の効果は、中間のエネルギーギャップ状態を生じさせて、p
型トンネル接合層212の価電子帯604とn型トンネル接合層214の伝導帯602の間のトンネル
現象を助長する。欠陥610は、トンネル現象が捕獲及び放出過程を介して生じるエネルギ
ー状態によって、トンネル現象を促進する。欠陥610を利用して中間のエネルギーギャッ
プ状態を作り出す効果を、p型材料の価電子帯604内の電子が欠陥位置610に通り抜ける線6
20及び622を利用して図解する。さらに、電子は欠陥位置610からn型材料の伝導帯602へ通
り抜ける。
【００３９】
　さらに、欠陥610を利用する中間のエネルギーギャップ状態を作り出すことは、上記の
副次的なドープと組み合わされ、トンネル現象をさらに促進し、半導体素子の作動電圧を
さらに低下させる。
【００４０】
　図７は、本発明の代替的な実施形態によるトンネル接合を利用する半導体発光ダイオー
ド700の概略図である。半導体素子700は、半導体素子200と同様の仕方で形成可能である
。
【００４１】
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　緩衝層702が、サファイア基板701の上に形成されている。本発明の実施形態では、緩衝
層702を、およそ500-800℃の比較的低い成長温度で窒化ガリウムから形成することができ
る。窒化ガリウムのn型層704が、緩衝層702の上に形成されている。本発明の実施形態で
は、窒化ガリウム層704は、おおよそ３ミクロンメートル（μm）の厚みである。インジウ
ムガリウム窒素量子井戸層及び窒化ガリウム障壁層の交代層からなる活性領域710が層704
の上に形成されている。活性層は、１つ又はそれ以上の量子井戸を含み、この例では、４
つの量子井戸を含む。
【００４２】
　アルミニウムガリウム窒素からなるp型層706が、活性領域710上に形成されている。こ
の層706は、おおよそ30ナノメートル（nm）の厚みである。窒化ガリウム層708が層706の
上に形成されている。層708は、おおよそ100-1000 nmの厚みである。
【００４３】
　p型トンネル接合層712、付加的な層730、n型トンネル接合層714からなるトンネル接合
構造720が、層708の上に形成されている。p型トンネル接合層712及びn型トンネル接合層7
14がトンネル接合716を形成する。本発明の実施形態では、中間層とも称される付加的な
層730は、金属材料又は半金属材料であり、おおよそ１nmの厚みに形成されている。付加
的な層730は、p型トンネル接合層712及びn型トンネル接合層714のバンドギャップよりも
実質的に低いバンドギャップを有し、好ましくは窒化ガリウムと適合する。制限するので
はなく、付加的な層730に対して適する材料の例として、窒化インジウム（InN）、砒化イ
ンジウム（InAs）、インジウムアンチモン（InSb）を挙げることができる。さらに、砒化
エルビウムや他の希土類砒素、燐、アンチモン又は窒素のような希土類V属材料からなる
半金属材料も適する。
【００４４】
　この実施形態では、p型トンネル接合層712は、窒化ガリウム又はガリウムインジウム窒
素を利用して、おおよそ10 nmの厚みに形成されている。p型トンネル接合層712を、マグ
ネシウムのみを利用してドープすることも、又はマグネシウムと、マグネシウムとは異な
るイオン化エネルギー及びアクセプタレベル深さ有する他のドーパントとの組み合わせを
利用してドープすることもできる。この例では、p型トンネル接合層712をマグネシウムで
ドープしている。しかしながら、p型トンネル接合層712を、他の元素で副次的にドープす
ることができ、例えば亜鉛、カルシウム、ベリリウム、カドミウムを含む元素の組み合わ
せで副次的にドープすることができる。付加的な材料の層730は、中間のエネルギーギャ
ップ状態を作り出し、素子700が逆方向にバイアスされる際、p型材料の価電子帯からn型
材料の伝導帯へのトンネル現象を促進する。付加的な層730は、窒化インジウムを利用し
て形成した場合、おおよそ0.9eVのバンドギャップを有し、砒化エルビウムを利用して形
成した場合、おおよそ0.1-0.2eVのバンドギャップを有する。p型トンネル接合層712及びn
型トンネル接合層714は、窒化ガリウムを利用して形成した場合、おおよそ3.4eVのバンド
ギャップを有する。材料の組成によって、付加的な材料の層730は、おおよそ0.9eVと3.4e
Vの間のバンドギャップを有する。トンネル接合層712及び714のバンドギャップと比較し
て付加的な層730のバンドギャップがより低いことにより、中間的なエネルギーギャップ
状態が生じ、素子700が逆方向にバイアスされた際、p型材料の価電子帯からn型材料の伝
導帯への通り抜けが促進される。
【００４５】
　n型トンネル接合層714は、窒化ガリウム又はガリウムインジウム窒素を利用して、おお
よそ10 nmの厚みに形成されている。n型トンネル接合層714は、従来のドープとすること
も、又はシリコンと、シリコンとは異なる深さのドナーレベルを有する他のドーパントと
の組み合わせを利用してドープすることもできる。n型トンネル接合層712を副次的にドー
プするならば、n型トンネル接合層712をシリコンと酸素で副次的にドープすることができ
る。しかしながら、n型トンネル接合層714を、他の元素、すなわち例えば上記のような、
セレン、テルル、硫黄、錫を含む元素の組み合わせで副次的にドープすることもできる。
窒化ガリウムからなるn型最上層722が、n型トンネル接合層714上におおよそ0.5μmの厚み
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で形成されている。窒化ガリウムからなるn型接点層724が、最上層722上におおよそ50 nm
の厚みで形成されている。接点層724上にn型接点726が形成され、n型接点が、層704へ下
方へエッチングされることにより形成される。
【００４６】
　図７は、GaNに基づく発光ダイオード構造に適用されるトンネル接合を示すが、また同
様のトンネル接合構造はIII属窒素に基づくレーザダイオードに組み込まれる。このよう
な適用において、同一のトンネル接合層を、レーザのAlGaNの上部クラッド層に代わりに
埋め込むことができる。
【００４７】
　図８は、図７のトンネル接合を介する電圧降下を示すエネルギーバンド図である。伝導
帯エネルギーを参照番号802で示し、価電子帯エネルギーを参照番号804で示す。このトン
ネル接合の例では、p型トンネル接合層712及びn型トンネル接合層714のバンドギャップよ
りも小さなバンドギャップを有する付加的な材料の層730、すなわち中間層が、p型トンネ
ル接合層712の価電子帯804とn型トンネル接合層714の伝導帯802の間のトンネル現象を促
進する中間エネルギーギャップ状態を作り出す。付加的な層730は、トンネル現象が二段
階のトンネル現象過程を介して生じるエネルギー状態を作り出すことによってトンネル現
象を促進する。付加的な層730を利用して中間のエネルギーギャップ状態を作り出す効果
を、p型材料の価電子帯804の電子が付加的な層730に通り抜ける線820及び822を利用して
図解する。さらに電子は、付加的な層730からn型材料の伝導帯802に通り抜ける。
【００４８】
　さらに付加的な層を利用して中間のエネルギーギャップ状態を作り出すことを上記の副
次的なドープと組み合わせることができ、トンネル現象をさらに促進し、半導体素子の作
動電圧をより低下させることができる。
【００４９】
　図９は、半導体素子の作動電圧を低下させるトンネル接合構造を製造するための、本発
明の実施形態による方法900を図解する。ブロック902において、基板が設けられる。ブロ
ック904において、第１の半導体材料のp型トンネル接合層が基板上に形成される。これは
、基板上又は基板上方に第１の半導体材料の層を堆積することによって達成される。第１
の半導体材料の層は、第１及び第２のドーパントでドープされている。例えば第１のドー
パントをマグネシウムとすることができ、例えば、第２の又は副次的なドーパントをマグ
ネシウムよりも高いイオン化エネルギーとマグネシウムよりも深いアクセプタレベルを有
する材料とすることができる。この例では、副次的なドーパントを、亜鉛（Zn）、カルシ
ウム（Ca）、カドミウム（Cd）、ベリリウム（Be）から選択することができる。ドーパン
トは、層が成長されるときに供給される。MOCVDを利用して製造されるならば、ジエチル
亜鉛、ジメチル亜鉛、ジメチルカドミウム、ジエチルベリリウムのような気体状、分子状
の化合物が利用される。分子線エピタキシ（MBE）を利用して製造されるならば、固体の
元素材料が、ドーパントとして利用するための元素源から蒸発される。
【００５０】
　第１及び第２のドーパントを、半導体材料層の成長時、同時に付加することができ、結
果として、層全体でドーパントが均一に分配される。代替的に、半導体材料層の第１の部
分が第１のドーパントでドープされ、半導体材料層の第２の部分が第２のドーパントでド
ープされるように、第１及び第２のドーパントを順次付加することができる。代替的に、
第１及び第２のドーパントを、層の厚みにわたって異なる比率で半導体材料層に付加する
ことができる。
【００５１】
　ブロック906において、第２の半導体材料のn型トンネル接合層が、p型トンネル接合層
に近接して形成される。n型トンネル接合層及びp型トンネル接合層が、全体としてトンネ
ル接合を形成する。第１の半導体材料及び第２の半導体材料のどちらか又はどちらもが、
第１のドーパント及び第２のドーパントを含む。n型トンネル接合層の第２の半導体材料
が、シリコン（Si）のような第１のドーパント及び、第１のドーパントよりも高いイオン
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化エネルギーとより深いドナーレベルを有する第２の、すなわち副次的なドーパントでド
ープされる。この例では、副次的なドーパントは、セレン（Se）、テルル（Te）、硫黄（
S）、錫（Ti）、酸素（O）から選択される。ドーパントは、層の成長と同時に供給される
。MOCVDを利用して製造されるならば、水素化セレン（H2Se）、ジエチルテルル、ジメチ
ルテルル、硫化水素（H2S）、テトラエチル錫、酸素（O2）、水のような気体状、分子状
の化合物が前駆体として利用される。分子線エピタキシ（MBE）を利用して製造するなら
ば、固体又は気体状の元素材料が、第１及び第２のドーパントとして利用される。
【００５２】
　p型トンネル接合層又はn型トンネル接合層の何れかが、近接する層に対して、格子整合
し、又はシュードモルフィックに成長され、あるいは他の仕方で適用される。付加的な材
料の層は、基板から離れたトンネル接合層に成長され、又は他の仕方で適用される。
【００５３】
　図１０は、半導体素子の作動電圧を低下する低抵抗接触を形成するための、本発明の実
施形態による方法1000を図解する。ブロック1002において、光電子素子が形成される。ブ
ロック1004において、p-n接合が、光電子素子内に配置される。ブロック1006において、
低抵抗のp型接点が、第１のドーパント及び第２のドーパント、又は副次的なドーパント
でp型材料をドープすることにより形成される。副次的なドーパントは、より高いドーパ
ントのイオン化エネルギーを有し、したがって第１のドーパントよりも深いアクセプタレ
ベルを有する。ブロック1006は、ブロック1008及び1010を含む。ブロック1008において、
p型材料は、マグネシウムのような第１のドーパントでドープされる。ブロック1010にお
いて、p型材料は、亜鉛、カルシウム、ベリリウム、カドミウムから選択される第２のド
ーパントでドープされる。第２のドーパントは、第１のドーパントよりも深いアクセプタ
レベルとより高いドーパントイオン化エネルギーを有する。ブロック1012において、電圧
が光電子素子に適用され、光電子素子が作動する。
【００５４】
　図１１は、半導体素子の作動電圧を低下させるための、本発明の実施形態による代替的
な方法1100を図解する。ブロック1102において、光電子素子が形成される。ブロック1104
において、p-n接合が、光電子素子内に配置される。ブロック1106において、欠陥がp-n接
合の近傍に形成される。欠陥は、例えば、p-n接合の近傍に光電子素子の層を形成する際
に成長パラメータを変更することにより、又はp-n接合層を不純物でドープして中間のエ
ネルギーギャップ状態を作り出すことにより形成される。欠陥は中間のエネルギーギャッ
プ状態をp-n接合の近傍に作り出す。中間のエネルギーギャップ状態は、価電子帯のp型材
料から伝導帯のn型材料へ、例えば捕獲及び放出により通り抜けるキャリアに対する経路
をもたらす。トンネル現象の経路は、トンネル現象が起こる可能性を増大させ、それによ
って光電子素子の作動電圧が低下する。ブロック1108において、光電子素子に電圧が適用
され、光電子素子が作動する。
【００５５】
　図１２は、半導体素子の作動電圧を低下させるための、本発明の実施形態による代替的
な方法を図解する。ブロック1202において、光電子素子が形成される。ブロック1204にお
いて、第１の半導体材料のp型トンネル接合層が基板上に形成される。これは、基板上に
又は基板上方に第１の半導体材料の層を堆積することによって達成される。ブロック1206
において、付加的な層が第１のトンネル接合層上に形成される。付加的な層は、第１のト
ンネル接合層及び次に形成される第２のトンネル接合層のバンドギャップよりも実質的に
小さいバンドギャップを有する。ブロック1208において、第２のトンネル接合層が付加的
な層の上に形成される。付加的な層は、p-n接合の近傍に中間のエネルギーギャップ状態
を作り出す。中間のエネルギーギャップ状態は、価電子帯のp型材料から伝導帯のn型材料
へ、例えば捕獲及び放出により通り抜けるキャリアに対する経路をもたらす。トンネル現
象の経路は、トンネル現象が起こる可能性を増大させ、それによってトンネル接合が位置
する光電子素子の作動電圧が低下する。ブロック1210において、光電子素子に電圧が適用
され、光電子素子が作動する。
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【００５６】
　本開示は、本発明の具体例を利用して本発明を詳細に記述する。しかしながら、記述し
た正確な実施形態に制限されず、添付の特許請求の範囲の記載によって本発明が画定され
ることが理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】相対的なアクセプタドーピング準位を概略的に示す図である。
【図２】本発明の実施形態によるトンネル接合を使用する半導体レーザの概略図である。
【図３】電気的にわずかに逆方向にバイアスされている図２のトンネル接合を示すバンド
図である。
【図４】本発明の他の実施形態による低い接触抵抗を使用する半導体素子の概略図である
。
【図５】図４の半導体素子のp型接点及びp型材料層のエネルギーバンド図である。
【図６】図２のトンネル接合を介する電圧降下を低下させる本発明の代替的な実施形態を
示すエネルギーバンド図である。
【図７】本発明の代替的な実施形態によるトンネル接合を使用する半導体レーザの概略図
である。
【図８】図７のトンネル接合を介する電圧降下を示すエネルギーバンド図である。
【図９】半導体素子の作動電圧を低下させるトンネル接合構造を製造するための、本発明
の実施形態による方法を図解する図である。
【図１０】半導体素子の作動電圧を低下させる低い接触抵抗を形成するための、本発明の
実施形態による方法を図解する図である。
【図１１】半導体素子の作動電圧を低下させるための、本発明の実施形態による代替的な
方法を図解する図である。
【図１２】半導体素子の作動電圧を低下させるための、本発明の実施形態による代替的な
方法を図解する図である。
【符号の説明】
【００５８】
１０２　　　価電子帯
１０４　　　伝導帯
１０６　　　マグネシウムのアクセプタレベル
２００　　　半導体素子
２０１　　　サファイア基板
２０２　　　緩衝層
２０４　　　n型層
２０６　　　p型層
２０８　　　窒化ガリウム層
２１０　　　活性領域
２１２　　　p型トンネル接合層
２１４　　　n型トンネル接合層
２２０　　　トンネル接合
２２４　　　n型接点層
２２６　　　n型接点
２２８　　　p型接点
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